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容量市場における発電側基本料金の取扱いについて

 9/13に開催された本作業部会において、監視等委員会で検討が進められている発電
側基本料金の容量市場での取扱いについては、広域機関において検討することとされ
た。

 また、検討結果については、本作業部会にて議論を行うとともに、監視等委員会へ報告
することとされた。

 11/19に開催された第22回容量市場の在り方等に関する検討会において、容量市場
における発電側基本料金の取扱いが整理がされたことから、その内容について報告する
とともに、ご議論いただきたい。

第34回 制度検討作業部会 資料３より抜粋
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 事務局案として提示された考え方は全体整合的であり、Net CONEは結果として変わらないと
のことだが、論理的であることが必要であるため今回の案でいいと思う。

 ご提案のとおり、Gross CONEに他市場収益比率を乗じて、他市場収益を算定する点に異論
はない。気になる点としては、イギリスと日本では発電側課金の水準間が若干異なるので、それに
より他市場収益に実際にどの程度影響を与えるのかということ。ただし、現時点では、シミュレーショ
ンすることが難しいということは理解しているため、今回の提案に異論はない。

 現時点においては事務局案に基本的に賛成する。制度開始当初なので、一旦、この算定式でス
タートするということだが、市場監視において実態と異なる点が見えてきた場合には、検証の上、アッ
プデートしていただくようお願いする。

 事務局案の考え方について、まずはこれで始めていく点については理解している。ただし、発電事
業者にとって、発電側基本料金の導入により基本的には固定費が増えることになるが、この増額
分を、容量市場を含めたトータルの商取引で適切に回収していけるのかが大きな問題となってくる。

 発電側基本料金の導入により、容量市場や相対取引を通じて、結果として小売電気事業者が
負担していく電源調達コストの増分と託送料金の減額でキャンセルされることにより、小売電気事
業者の総額としての負担が増えていないか、という点についても事後検証していただきたい。

広域機関における主なご意見
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（参考）第22回 容量市場の在り方等に関する検討会
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容量市場における発電側基本料金の取扱い（案）について

 広域機関での検討結果を踏まえ、容量市場における発電側基本料金の取扱いは以下
のとおり整理することとしてはどうか。またこの整理については、監視等委員会へ報告するこ
ととする。
 容量市場における発電側基本料金の取扱い（案）

 発電側基本料金は固定費（kW課金）であり、Gross CONEに加算する。なお、加算する
発電側基本料金の額は、制度設計専門会合において提示された1,800円/kW・年（=150
円/kW・月×12か月）を用いる。

 他市場収益は、容量市場以外からの収益の割合の見込み量により設定することとしたこれまで
の議論を踏まえ、Gross CONE全体に対する他市場収益の割合により算定する。なお、その
割合は、発電側基本料金と同様の制度を導入している英国の他市場収益の割合（34％）
を参考としつつ、我が国の状況を踏まえて今回算出した4,800円を他市場収益として用いるこ
ととする。

 なお、今後の包括的な検証等を踏まえ、Gross CONE等に大きな変動があった場合には、必
要に応じて見直すこととする。


